
○ 交通事業者と経路検索事業者等との間のデータの受け渡しを容易にする、「標準的なバス情報フォーマット」、「標準
的なフェリー・旅客船航路情報フォーマット」等のGTFS(General Transit Feed Specification)形式でデータを作成し、
出力を可能とするシステムの整備を支援

○ システム化・データ化による、MaaS基盤の構築

○ 交通事業者と経路検索事業者等との間のデータの受け渡しを容易にする特定のデータ形式でのデータ出力を可能と
するシステム構築に要する経費

※「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」に準拠すること。

地域交通データ化推進事業

概要

補助対象事業者

補助対象経費

補助率

○最大１／２

○ 鉄道事業者、軌道経営者
○ 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、

自家用有償旅客運送者並びにこれらの者に車両を貸与する者
○ 一般旅客定期航路事業を営む者及びこれらの者に船舶を貸与する者
○ 地方公共団体
○ 上記いずれかを構成員とする協議会


